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令 和 ４ 年 １ 月

日向市農業委員会定例総会議事録

令和４年１月２８日 （金）
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令和４年１月農業委員会定例総会議事録

令和４年１月農業委員会定例総会を令和４年１月２８日（金）午後３時から

日向市役所４階 議員会議室において開催する。

農業委員の出欠

出 席 委 員（１４名）

１番 股 野 満 男 ２番 細 川 豪 邦

３番 黒 木 耕 作 ４番 治 田 健

５番 那 須 成 章 ６番 鈴 野 淺 夫

７番 松 木 親 則 ８番 甲 斐 英 教

９番 山 本 孝 志 １０番 溝 口 秀 樹

１１番 海 野 善 文 １２番 寺 原 勝

１３番 安 藤 嘉 弥 １４番 田 原 千 春

欠 席 委 員（なし）

事務局出席者

市長部局出席者

事 務 局 長 黒 木 秀 樹 事務局長補佐 野 別 浩 三

主 任 主 事 井 本 彩

農 業 畜 産 課
農業振興係長

森 川 恭 光
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日程第１ 議事録署名者の指名

６番 １２番

日程第２ 議案第 １号 農地法第１８条の規定による許可申請について

議案第 ２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

議案第 ３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について

議案第 ４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

議案第 ５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による利用権設定に係

る農業委員会の決定について

議案第 ６号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による所有権移転に係

る農業委員会の決定について

議案第 ７号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農地中間管理事

業に係る農業委員会の決定について

議案第 ８号 農地のあっせん申出について

議案第 ９号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書について

議案第１０号 和解の仲介の申し立てについて

報告第 １号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

報告第 ２号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出について

報告第 ３号 取消願について

報告第 ４号 取下書について

報告第 ５号 農地中間管理事業に伴う配分計画について

報告第 ６号 農地転用許可申請後の許可状況報告について

その他
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以上、会議の顛末を記し、記録に相違ないことを認めここに署名する

会 長 印

６ 番 印

１２ 番 印
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議事録

開 会 午後３時００分

議長

事務局

議長

議長

事務局

それでは、ただいまから令和４年日向市農業委員会１月定例総会を開会しま

す。

なお、いつもお願いしておりますが、携帯電話の電源を切るか、マナーモー

ドに設定してください。次に、私語を慎んでください。また、発言をされる際

は、議席番号を言ってから発言してください。議事録作成に支障を来しますの

で、よろしくお願いします。

まず、日程第１、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員に６番

委員、１２番委員を指名します。よろしくお願いします。

次に、日程第２、議案審議に入ります。

まず、議案第１号「農地法第１８条の規定による許可申請について」であり

ます。

それでは、事務局に説明をお願いします。

議案第１号「農地法第１８条の規定による許可申請について」であります。

今回、６件の申請が出ておりますが、うち４件は貸人の公社から借りていら

っしゃる借人の解約になります。

受付番号２８番から３１番です。全て成立日、解約日が令和３年１２月１７

日、引渡日が令和４年１月３１日で、解約理由は耕作者変更のためです。

受付番号１番から２番は、同じ地番に対して公社から借りている方、また公

社に貸している方、双方を解約をしまして、この後、売買を行う予定となって

おります。全て成立日、解約日が令和４年１月２０日、引渡日が令和４年１月

２８日となっております。

以上６件、皆様のご審議をよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件について、ほかに質問等はございませんでし

ょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第２号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」で

あります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

議案第２号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」でありま

す。

まず、受付番号１番、土地の所在地、富高、地目が畑、地積が７２㎡です。

譲受理由が規模拡大、譲渡理由が相手方の要望となっております。こちら、売

買による所有権移転でして、譲受人は現在、１万６，９９９㎡を経営され、主

にお米と野菜を耕作されております。

農地法第３条第１項の規定に基づき申請されるもので、耕作状況、下限面
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事務局

議長

７番委員

９番委員

議長

８番委員

議長

議長

事務局

積、取得することによる周辺農地への影響などはないと思われます。また、農

地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると

考えられます。

次に、受付番号２番、土地の所在地、平岩、地目が畑、地積が１０７㎡で

す。譲渡理由、譲受理由ともに贈与となっておりますが、譲受人、譲渡人双方

の親の代に農地を交換されたようですが、この１筆が漏れていたようで、今

回、贈与による所有権移転ということで申請されております。譲受人は現在、

７，５８２㎡を経営されて、主にお米や野菜類を耕作されております。

農地法第３条第１項の規定に基づき申請されるもので、耕作状況、下限面

積、取得することによる周辺農地への影響などはないと思われます。また、農

地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると

考えられます。

以上２件、皆様のご審議をよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

それでは、番号１担当の７番委員及び９番委員から、補足があれば説明をお

願いします。

７番委員。

問題ありません。

９番委員。

問題ありません。

ありがとうございました。

次に、番号２担当の８番委員から、補足があれば説明をお願いします。

８番委員。

問題ありません。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質問等はご

ざいませんでしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第３号「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」で

あります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

議案第３号「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」でありま

す。

受付番号１番、土地の所在地、東郷町山陰、地目が畑、登記面積が４１７㎡

です。転用目的は、杉の植林となっております。こちらの申請地の隣接地は、

宅地と申請人所有の農地となっておりますが、隣接地の空き家となっておりま

した住宅が売買されるに当たり、その農地も住宅購入者に売買されることとな
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事務局

議長

１１番委員

議長

議長

事務局

り、次の議案第４号で５条の許可申請が出ております。ですので、その農地も

ほかの方に転用されますけれども、その方には植林することについては同意を

いただいているということをお聞きしております。杉は４０本ほど植林する予

定であるということです。雨水の排水は敷地内自然浸透で行いまして、汚水の

排水はありません。申請地は、周辺の農地の状況から中山間地に存在する小集

団の農地であるため、第２種農地に該当するものと考えられます。

農地法第４条第１項の規定に基づき申請されるもので、周辺農地への影響は

ありません。

以上１件、皆様のご審議をよろしくお願いします。

ありがとうございました。

それでは、番号１担当の１１番委員から、補足があれば説明をお願いしま

す。

１１番委員です。

２５日に現地確認しましたが、特に問題はありませんでした。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質疑等はございません

でしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第４号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」で

あります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

議案第４号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」でありま

す。

受付番号１番、土地の所在地、東郷町山陰、地目が畑、地積が８２㎡です。

転用目的が駐車場（追認）となっておりますが、こちら、譲受人の父がこの申

請地を自宅の駐車場とするために、譲渡人の亡き父より平成１７年に購入した

そうなんですけれども、その際、農地法のことを知らずにそのまま転用してし

まったようで、所有権移転もされずにそのままだったということで、先日、担

当委員、県の担当者、事務局で現地調査に行きましたが、既に駐車場となって

おりました。譲受人から始末書が提出されております。申請地は、周辺の農地

の状況から中山間地に存在する小集団の農地のため、第２種農地に該当するも

のと考えられます。

農地法第５条第１項の規定に基づき申請されるもので、周辺の農地への影響

はないものと考えられます。

続きまして、受付番号２番、土地の所在地、東郷町山陰、地目が畑、地積が

３１９㎡です。転用目的は駐車場、進入路、合併浄化槽となっておりまして、

こちらも追認となっております。申請地は、譲渡人の亡き親戚が隣接地に昭和

６１年頃に住宅を建築した際、合併浄化槽が設置され、それ以降、駐車場とし

て利用されていたようです。今回、譲受人に隣接地の住宅と一緒に売買するに

当たり、申請地が農地であり、許可を受けずに転用していたということが分か
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事務局

議長

１４番委員

議長

１１番委員

議長

議長

事務局

議長

りまして、譲渡人から始末書が提出されております。申請地は、周辺の農地の

状況から中山間地に存在する小集団の農地のため、第２種農地に該当するもの

と考えられます。

農地法第５条第１項の規定に基づき申請されるもので、周辺農地への影響は

ないものと考えられます。

以上２件、皆様のご審議をお願いいたします。

ありがとうございました。

それでは、番号１担当の１４番委員から、補足があれば説明をお願いしま

す。

１４番委員。

２５日に現地調査に行きました。先ほど事務局からの説明があったとおり

で、また始末書も出しておるということで、あとは問題ないかと存じます。

ありがとうございました。

次に、番号２担当の１１番委員から、補足があれば説明をお願いします。

１１番委員です。

これも問題ないという感じでした。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質疑等はございません

でしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第５号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による利

用権設定に係る農業委員会の決定について」であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

番号１、受付年月日、令和４年１月１４日。利用権設定する土地の所在地、

東郷町山陰、地目が田、地積が１，７２３㎡外２筆で、田の合計が５，９７０

㎡です。利用権の種類が賃貸借権設定。期間が令和４年２月１日から令和１４

年１月３１日の１０年間で、賃金が１０ａ当たり１万５，０００円。作物がＷ

ＣＳとなっております。利用権の設定を受ける者は現在、２万９，７０５㎡を

経営されておりまして、家族数お二人、稼働力がお二人となっております。こ

ちらは新規での設定となっております。

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づく申請でございまし

て、同法第２項の各号には該当いたしません。

以上、皆様のご審議をお願いいたします。

ありがとうございました。

それでは、番号１担当の１１番委員から、補足があれば説明をお願いしま

す。
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１１番委員

議長

議長

事務局

議長

８番委員

議長

３番委員

議長

１１番委員です。

これも大丈夫だと思います。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質疑等はございません

でしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第６号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による所

有権移転に係る農業委員会の決定について」であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

番号１、受付年月日、令和４年１月１４日。所有権を移転する土地、平岩、

地目が畑、地積が１７１㎡外１筆で、田の合計が２９９㎡です。所有権の移転

時期及び対価の支払いは、令和４年２月１日。対価は３６万２，４００円。売

買による所有権移転です。所有権の移転を受ける者は現在、施設園芸を中心に

２万３，１１６㎡を経営されている認定農業者です。家族数はお一人、稼働力

もお一人となっております。

次に番号２番、受付年月日、令和４年１月１４日。所有権を移転する土地は

日知屋で、地目が田、地積が３，３２７㎡です。所有権の移転時期及び対価の

支払いは、令和４年２月１日。対価は１６６万３，５００円です。こちらも売

買による所有権移転です。所有権の移転を受ける方は、露地果樹を中心に６，

９２６㎡を経営されている専業農家の方です。家族数はお二人、稼働力もお二

人となっております。

以上２件、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づく許可申請

でございます。皆様のご審議をよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

それでは、番号１担当の８番委員から、補足があれば説明をお願いします。

８番委員です。

問題ありません。

ありがとうございました。

次に、番号２担当の３番委員から、補足があれば説明をお願いします。

３番委員です。

問題ありません。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質問等はございません

でしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。
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議長

事務局

議長

議長

事務局

議長

農地部会長

議長

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第７号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農

地中間管理事業に係る農業委員会の決定について」であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

今回、案件が多いので、一括してご説明をします。

今回、東郷町、塩見、平岩、富高で、それぞれ農地中間管理機構を通した利

用権設定が出ております。全て１０年以上の契約となっておりまして、田が１

５筆で１万８，９６３㎡、畑が２０筆で１万１，７０８．３３㎡、合計しまし

て３５筆で３万６７１．３３㎡となっております。

以上、皆様のご審議をよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、質問等はございませんでしょ

うか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第８号「農地のあっせん申出について」であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

議案第８号「農地のあっせん申出について」。

受付番号１番、土地の所在地、財光寺、地目が田、地積が３５４㎡外２筆

で、田の合計が９３２㎡です。申出の理由としては、農地を借りたいというこ

とになっております。今回、申出人が日向市のほうで新たにハウスによる生キ

クラゲの栽培を始めたいということで、こちらあっせんの申出を出されまし

た。日向市内、いろいろ農地を見て回られたということで、こちらの財光寺の

土地が一番申出人の理想に近かったということで出されております。栽培方法

等、あまり経験はまだないということなんですけれども、市外の方に指導をい

ただいて、今後栽培をしていくというふうにお聞きしております。

以上、皆様のご審議をよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

それでは、農地部会長より報告を求めます。

農地部会長です。

農地部会で検討いたしまして、４番委員、９番委員にお願いしたいというこ

とでありますが、よろしくお願いしたいと思います。

ありがとうございます。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして、質問等はございま

せんでしょうか。

ないようですので、お諮りします。
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議長

議長

議長

事務局

農業畜産課

議長

農地部会長

議長

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第９号「農業振興地域整備計画の変更に係る意見書について」で

あります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

すみません、一旦休憩いたします。

（休 憩）

それでは、再開いたします。

事務局より説明をお願いします。

事務局です。

説明については、農業畜産課の担当が来ておりますので、説明のほうお願い

いたします。

農業畜産課担当の森川です。よろしくお願いします。

議案資料は３３ページ、３４ページをお開きください。

今回につきましては、農業振興地域整備計画の変更ということで、内容は農

振農用地の除外です。土地の所在につきましては、東郷町下三ケ、地目は畑で

す。地積は１，１３６㎡のうち４９９㎡を分筆して、除外後転用ということに

なっております。現在の所有者、今回事業計画されている方は資料記載のとお

りです。

この除外に当たりましては、農振法の中で除外要件５項目ありまして、その

全てについて要件を満たしているものと考えております。

今回、農業委員会のほうから妥当であるという旨のご意見をいただければ、

２月中旬には農振計画の変更に係る公告を行いまして、手続が終了するのが４

月上旬、農地転用に関しましては４月下旬の農業委員会において審議をしてい

ただくという流れになるかと思います。

私からの説明は以上であります。

ありがとうございました。

それでは、農地部会が開催されておりますので、部会長より報告をお願いい

たします。

報告いたします。

今日午後、現地調査、農地部会を行いまして検討した結果、問題ないという

結果になりました。

以上です。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質問等はございません

でしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。
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議長

議長

事務局

議長

８番委員

議長

事務局

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

それでは、ここで一旦休憩いたします。

（休 憩）

再開いたします。

次に、議案第１０号「和解仲介の申し立てについて」であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

事務局です。

お手元の資料の３８ページをご覧ください。

ここでは仲介申立人のことを甲と称します。土地の所有者については、申請

地の①、この２筆は甲の所有地です。そして、②については、これは現在の所

有者は丙です。丙と称します。そして丙に売った方、前所有者を乙と称しま

す。ここの関係を一応頭に入れておいてください。

今回の和解仲介の申立ての経緯につきましては、内容にも書いているとお

り、申立人の甲と、そして丙による申請地①と②の境界の紛争でございます。

位置関係は、この後の４０ページに字図を載せております。地図は、②が北

側、①が南側というふうに見てください。

今現在、字図を見られているように、黒く濃く表示しているところが①と②

の字図上の境界です。

今回、甲が主張するのは、丙が甲の土地に進出しているということで申し立

てています。分かりやすい例で言ったら、ＮＴＴの電柱の支柱が本来なら丙の

土地に打ち込むところが、甲が主張するところの所有地に電柱の支線が打ち込

まれているというふうに主張されております。この件に関しましては、ＮＴＴ

にも異議申立てをしたし、丙のほうにも異議申立てをしました。しかしなが

ら、現場での立会いを甲のほうから申し込んでも、丙が断っているそうです。

というところで、今回、農業委員会に対して和解の仲介の申出をされました。

以上、説明は終わります。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして、質問等がありまし

たらお願いいたします。

８番委員です。

この仲介は実を申しますと、私の地元ではあるんですけれども。先ほど説明

がありましたＮＴＴの立会いの要請にも応じないという丙の態度といいますか

姿勢が、先ほど説明の中にありましたけれども。我々農業委員会の中でそうい

ったあっせん人を立てて、いろいろと両方立会いの下で協議もあるかと思うん

ですけれども、果たしてその要請に両者とも応じるのかどうか。そこが少し疑

問に思えたものですから。その辺のところを頭の中に置いて、皆さんでご審議

いただきたいなというふうに思っております。

以上です。

事務局、お願いします。

和解仲介のあっせんの要請を行い、双方又は片方が応じ無かった場合は、和
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事務局

議長

８番委員

議長

議長

議長

事務局

議長

議長

事務局長

解の仲介が不調となり打ち切りとなります。その後、民事調定の手続きに移行

していく事になります。

よろしいでしょうか。

はい。

ほかに質問はございませんでしょうか。

それでは、ここで一旦休憩いたします。

（休 憩）

それでは、再開いたします。

和解の仲介を行うことについて、賛成の方は挙手をお願いいたします。

（全員挙手）

ありがとうございます。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

それでは、ここで和解の仲介委員の決定について、事務局より提案をお願い

します。

仲介委員の案を提案させていただきます。

お一人目が甲斐英教委員、お二人目が安藤嘉弥委員、３人目が細川豪邦委員

のお三方です。よろしくお願いします。

ありがとうございました。

それでは、ただいまの説明のありましたとおりでよろしいでしょうか。ほか

に質問等はございませんでしょうか。

よろしいですね。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

以上をもちまして、議案の審議を終了いたします。

続きまして、報告第１号から報告第６号について、事務局長から報告お願い

します。

それでは、日向市農業委員会事務局規定による受理通知書の交付についてご

報告申し上げます。

まず、報告第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」の

許可証交付の報告であります。議案書では４１ページであります。

届出の件数は１件、土地は畑５筆で、面積は１，５７７㎡であります。

次に、報告第２号「農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出に

ついて」であります。議案書では４３ページです。

届出の件数は５件、土地は田１筆、畑４筆で、面積は１，７８５㎡でありま
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事務局長

議長

す。転用目的につきましては、住宅、駐車場であります。

次に、報告第３号「取消願について」であります。議案書では４７ページに

なります。

これは１２月定例総会で報告いたしました農地転用届出の取消願が提出され

ました。

次に、報告第４号「取下書について」。農業経営基盤強化法第６条第１項の

規定による申請が取り下げられております。議案書では４９、５０ページにな

ります。

次に、報告第５号「農地中間管理事業に伴う配分計画について」でありま

す。議案書では５１ページ以降です。

これは市農業畜産課から提供された情報であります。全部で５件。田１６

筆、１万９，４９２㎡、畑２０筆、１万１，７０８．３３㎡、合計で３万１，

２００．３３㎡の農地配分が行われております。詳細につきましては、報告第

５号別紙をご覧ください。

次に、報告第６号「農地転用許可申請後の許可状況報告について」でありま

す。議案書では５３ページ以降です。

１２月の定例総会にて可決した５条申請４件が県知事許可されております。

以上、報告申し上げます。

ありがとうございました。

ただいまの報告につきまして、ご意見、ご質問等はございませんでしょう

か。

意見、質問もないようですので、これをもちまして、全ての会議の日程を終

了しますとともに、議長の全ての任を解かせていただきます。本日はご協力あ

りがとうございました。


